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平成２３年５月２７日 

 

各  位 

 

会 社 名 日本コークス工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 小 倉 清 明 

（コード番号３３１５ 東証第１部） 

問合せ先 人事・総務部長 佐々木  稔 

（TEL ０３－５５６０－１３１１） 

 

Ｃ種優先株式の自己株式としての取得に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、Ｃ種優先株式の自己株式としての取得可能期間（平成

２２年６月２５日開催の第７回定時株主総会終結の日から１年間（※））を延長するため、本年６

月２９日開催の当社第８回定時株主総会において、会社法第１５６条および第１６０条に基づく

「自己株式（Ｃ種優先株式）取得の件」を付議することといたしましたのでお知らせいたします。 

記 

 

１．本件に至る経緯 

株式会社三井住友銀行が保有する当社Ｃ種優先株式につきましては、普通株式の希薄化の回

避、優先株式の配当負担の軽減、等を目的として、平成２０年５月に発行済株式６８百万株の

全部を自己株式として取得・消却する方針を策定し、株主総会において自己株式取得枠の設定

を決議のうえ、同年９月に２８百万株、平成２２年３月に１２百万株、本年３月に１４百万株

の取得・消却を実施致しました。 

これにより、Ｃ種優先株式の残余は１４百万株となりましたが、当該残余分の取得・消却に

つきましては、原料炭価格が高騰していること、コークス価格の今後の動向が不透明であるこ

と、および先般発生した東日本大震災による景気への影響が懸念されること等の事情に鑑み、

今後の収益、資金動向を見極めたうえで判断する必要がありますので、本年の第８回定時株主

総会で、取得可能期間を更に１年間延長するため、自己株式としての取得枠の設定につき、改

めて付議することとしたものであります。 

 
（※）会社法第１５６条により、株主総会において決議する自己株式の取得可能期間は１年間を超えることはできないと

されております。 
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２．取得に係る株主総会付議内容 

（１）取得対象株式の種類 

Ｃ種優先株式 

（２）取得しうる株式の総数 

上限 １４，０００，０００株（本日現在の発行済株式総数に対する割合１００％） 
（※）Ｃ種優先株式の自己株式はありません。 

（３）株式の取得価格の総額 

上限 ４，４８０，０００，０００円（１株当たり 金３２０円） 
（※）Ｃ種優先株式の発行価額は１株当たり金２５０円です。 

（４）取得期間 

平成２３年６月２９日開催の当社第８回定時株主総会終結の日から１年間 

（５）取得の相手方 

株式会社三井住友銀行 

 

３．取得先の概要 

（１）商   号 ： 株式会社三井住友銀行 

（２）本   店 ： 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 

（３）代 表 者 ： 代表取締役 國部 毅 

（４）資 本 金 ： １７，７１０億円（平成２２年３月３１日現在） 

 

 

 以  上 


